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国からの通知など
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R4.9.15
医療政策研修会資料１より
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地域医療構想調整会議における検討状況の国への報告様式
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令和4年12月23日
第21回第8次医療計画等に関する検討会
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今後の進め方について
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地域医療構想の今後の進め方について（現在の取組）

・今後担う予定の役割

質問項目

・地域医療構想を策定した平成28年5月以降で不足する医療機能への転換・病床廃止を行った医療機関、
又は今後の計画が具体的に決まっていて発表できる医療機関

対象機関と確認時期

（１）令和５年１月 今後の方針についてアンケートを実施

（２）令和５年３月 アンケートの結果を受け、以下の医療機関から対応方針を確認

（３）令和５年７月 （２）以外の医療機関から対応方針を確認

・昨年度の調整会議（令和５年３月２３日）から確認中

対象機関と確認時期

・平成28年5月以降で不足する医療機能への転換や病床の廃止を行っておらず、今後も現状維持を予定
する医療機関（今後の対応について検討はしているものの、具体的な計画がない医療機関も含む）

・今年度の調整会議（令和５年７月２７日）で説明していただいた上で確認

・2025年における機能別の病床数 など

注）公立病院は、厚生労働省医政局長通知（R4.3.24付け）に基づき「経営強化プラン」を策定後に協議する
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地域医療構想の今後の進め方について（国通知）

構想区域毎の地域医療構想の推進に係る目標

対応方針の策定率

・病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量について、データの特性だけでは説明できない差異
が生じている構想区域においては、当該構想区域の調整会議で要因の分析及び評価を行い、その結果
を公表し必要な対応を行う。

病床数と将来の病床数の必要量の差

（１）年度目標の設定

（２）地域医療構想の進捗状況の検証

（３）必要な対応

２０２５年の役割分担

・データ等に基づく説明を尽くしたうえで、なお生じている差異として非稼働病棟等の影響が考えられ
るので、当該病床の今後の見通しについて確認。

・調整会議において差異の要因の分析及び評価を行った結果、非稼働病棟等への対応のみによっては、
生じている差異への対応が不十分であると認められる場合には、２０２５年の医療提供体制について
改めて協議を行い、各医療機関の役割分担の方向性等について議論し、各構想区域の今後対応すべき
具体的な課題を明確化した上で、課題を解決するための年度毎の工程表を策定し公表。
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・対応方針の策定率が１００％に達していない場合は策定率。
・既に１００％に達している場合等には、合意した対応方針の実施率
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地域医療構想の今後の進め方（案）

これまでの取り組み（継続）

第１ステージ
主に医療機関それぞれの自主的な取り組みとして、機能分化・連携強化を検討し、２０２５年に
向けた医療需要へ対応

機能分化・連携強化

・地域医療構想に係る各医療機関の課題などについてアンケートを実施（８月）
・課題の洗い出しを行い、各医療機関の課題を共有し見える化。（１０月）
・各医療機関の課題等をもとに、機能分化・連携強化を促進するための議論（３月）

第２ステージ
複数の医療機関が自身の課題を共有することで、地域の課題として認識し、解決に向けて協力して
取り組み、機能分化と連携強化を進める

・非稼働病床については、病床の廃止や他施設への転換について引き続き依頼
・病床機能報告については、定量的基準を参考に病床機能の報告を依頼
・今後の対応方針への実施状況を確認

〇２０２５年に向けての課題
・圏域全体での質が高く効率的で持続可能な医療体制の確保（各医療機関の役割分担・連携の取組等）
※必要病床数（495）に対して病床過剰（＋155）

13

13



ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
案

14

14



アンケートとりまとめ案
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工程表案
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